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実施要綱、評価要領の改定

実施要綱第7条2項に基づき、本委員会では実施要綱、評価要領の改定を行う。

主な改定内容項目

• 令和8年度から優良認定の申込受付を開始することを受け、認定証と優良認定証の仕
様の違い、評価結果に関する各社へのフィードバック方法等を明確化

①優良認定の申込

• 合併等申請を行う場合の申込書類や申込に関する注意点、認定証の発行等を明確化②合併等申請の申込

• 令和2年度から令和4年度まで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由として訓
練を実施できなかった建設会社に対し設けていた緩和措置について、対象期間が終了
したことから、当該緩和措置に関する記載を削除し、「パンデミック」に表現を変更

③訓練の緩和措置

主な改定内容

実施要綱及び評価要領について、主に以下の改定を行う。
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• 令和８年度から優良認定の申込受付を開始する。
• 優れた取組として確認する項目リスト（様式４）に対して、一定の基準を満たす申込会社に対して、優良認定を行い、優良認
定証を交付する。

• 優良認定の申込会社のうち、優良認定の基準を満たさなかった申込会社に対して、優れた取組として確認する項目リスト（
様式４）に関する評価結果等を事務局から通知することにより、各社の質の向上につなげることを目的とする。

（１）改定の背景・趣旨

①優良認定の申込に関する改定

令和8年度から優良認定の申込受付を開始することを受けて、認定証と優良認定証の仕様の違い、優れた取組として確認する項
目リスト（様式４）に対する評価結果の通知方法等の位置づけを明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

（２）実施要綱の改定

赤字：改定箇所

A) 認定証及び優良認定証の仕様の違い、認定証の有効期間を明確化

追記

変更

追記

３項に記載
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①優良認定の申込に関する改定

令和8年度から優良認定の申込受付を開始することを受けて、認定証と優良認定証の仕様の違い、優れた取組として確認する項
目リスト（様式４）に対する評価結果の通知方法等の位置づけを明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

（２）実施要綱の改定
赤字：改定箇所

B) 認定の取消しの対象として、優良認定証を交付した建設会社を追記

追記
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①優良認定の申込に関する改定

令和8年度から優良認定の申込受付を開始することを受けて、認定証と優良認定証の仕様の違い、優れた取組として確認する項
目リスト（様式４）に対する評価結果の通知方法等の位置づけを明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

（3）評価要領の改定 赤字：改定箇所

C) 各社のBCPにおける質の向上につなげることを目的として、優れた取組として確認する項目リスト（様式４）に対する評
価結果の通知を行う旨について追記

• 優良認定の申込に関して評価要領に基づく書類評価を行った結果、優良認定の基準を満たさなかった申込会社に対し
て、認定証の交付と併せて優れた取組として確認する項目リスト（様式４）に関する評価結果等を事務局から通知する。

追記
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• 現行の実施要綱では、第15条：合併等による組織改編を伴う会社における認定の取り消し、第16条：認定の継続に関する
記載がされている。

• 今年度は本認定制度の運用開始以降、初めて合併等を行った会社からの認定申込を受け付けた。
• 認定申込に関する手続きを行う中で、申込会社および認定制度事務局の双方の手続きにおいて、申込方法等がわかりにく
いことが明らかとなった。

• そのため、今回の実施要綱、評価要領の改定により、合併等申請の申込方法等の明確化を図る。

（１）改定の背景・趣旨

合併等申請を行う場合の申込書類や申込に関する注意点、認定証の発行等を明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

（２）実施要綱の改定

A) 認定の継続が認められた会社に対しては、認定証の再交付を行うものとし、継続通知書の交付は削除

赤字：改定箇所

• 合併等により認定の継続を行う会社は、新規申請と同様の取り扱いとして書類一式の提出を求めているため、認定期
間を申込時点から3年間に変更するため、認定証の再交付を必須とする。

１. 実施要綱、評価要領等の改定（②合併等申請の申込）

②合併等申請の申込に関する改定

削除

追記
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B) 合併等申請の位置づけ、申込の受付や認定を受けるまでにかかる期間を追記

（３）評価要領の改定

合併等申請を行う場合の申込書類や申込に関する注意点、認定証の発行等を明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

赤字：改定箇所

②合併等申請の申込に関する改定

１. 実施要綱、評価要領等の改定（②合併等申請の申込）

追記

追記
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C) 申込会社に関する情報の明確化を図るため、申込書類を変更、追加

（３）評価要領の改定

②合併等申請の申込に関する改定

合併等申請を行う場合の申込書類や申込に関する注意点、認定証の発行等を明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

追記

追記

追記

赤字：改定箇所

１. 実施要綱、評価要領等の改定（②合併等申請の申込）
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C) 申込会社に関する情報の明確化を図るため、申込書類を変更、追加

（３）評価要領の改定

②合併等申請の申込に関する改定

合併等申請を行う場合の申込書類や申込に関する注意点、認定証の発行等を明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

赤字：改定箇所

１. 実施要綱、評価要領等の改定（②合併等申請の申込）

様式1-②として合併
等申請の様式を追加

合併等前及び後
の会社名等の情
報を記載する様
式を追加
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（３）評価要領の改定

D) 合併等申請においても優良認定の対象となることを明記

追記

②合併等申請の申込に関する改定

合併等申請を行う場合の申込書類や申込に関する注意点、認定証の発行等を明確化するため、実施要綱、評価要領の改定を行う。

赤字：改定箇所

１. 実施要綱、評価要領等の改定（②合併等申請の申込）
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• 継続申請においては、原則として直近3年分の訓練実施記録の提出を求めている。
• 令和4年度の委員会において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により訓練を当初計画どおり実施できなかった建設会
社に対する緩和措置として、令和2～4年度において訓練を実施できていない場合でも継続認定を認めることが審議・承認
された。

• 令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行した。
• 来年度以降の継続申請においては、訓練の緩和措置の対象期間外となる。
• このため、新型コロナウイルス感染症に伴う緩和措置に関する記載を削除し、今後起こりうるパンデミックに対する緩和措置
の記載へと変更する。

（１）改定の背景・趣旨

③訓練の緩和措置に関する改定

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由として訓練を実施できなかった建設会社に対して設けていた緩和措置について対
象期間外となることから、当該緩和措置に関する記載を削除し、パンデミックの影響による緩和措置の記載へ変更する。

（２）評価要領の改定
３ 申込

3-1 申込書類

赤字：改定箇所

変更
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③訓練の緩和措置に関する改定

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由として訓練を実施できなかった建設会社に対して設けていた緩和措置について対
象期間外となることから、当該緩和措置に関する記載を削除し、パンデミックの影響による緩和措置の記載へ変更する。

（２）評価要領の改定

申込書類確認一覧（継続申請用） （様式 ２-②）

赤字：改定箇所

削除

変更


